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令 和 ４ （ ２ ０ ２ ２ ） 年 度 決 算 に 基 づ く 柏 崎 市 健 全 化 判 断

比 率 審 査 の 結 果 に つ い て  

 

地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 審 査 に 付 さ れ た 令 和 ４ （ ２ ０ ２ ２ ） 年 度 決 算 に 基 づ く 柏 崎 市 健 全

化 判 断 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 審 査 し た

の で 、 そ の 結 果 に つ い て 次 の と お り 提 出 し ま す 。  
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令和４（２０２２）年度決算に基づく柏崎市健全化判断比率審査意見 

 

１ 審査の対象 

令和４（２０２２）年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類 

 

２ 審査の期間 

令和５（２０２３）年８月８日から同年８月２２日まで 

 

３ 審査の方法 

審査に付された健全化判断比率が関係法令に準拠して適正に算定されているか、また、そ

の算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として審査した。 

 

４ 審査の結果 

⑴ 総合意見 

審査に付された次表の健全化判断比率は適正に算定されており、また、その算定の基

礎となる事項を記載した書類も適正に作成されているものと認められる。 

区    分 早期健全化基準 
健全化判断比率 

令和４（2022）年度 令和３（2021）年度 

① 実 質 赤 字 比 率 １２．１６％ － － 

② 連結実質赤字比率 １７．１６％ －  －  

③ 実 質公債費 比 率 ２５．０ ％ ９．６ ％ ９．３ ％ 

④ 将 来 負 担 比 率 ３５０．０ ％ １３．７ ％ １８．５ ％ 

（注）実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質収支額及び連結実質収支額が黒字で

あることから、「－」で表示している。 

 

⑵ 個別意見 

①  実質赤字比率について 

実質収支額が黒字であるため、実質赤字比率はマイナスとなっている。早期健全化

基準１２．１６％を下回り、良好な状態を示している。 

②  連結実質赤字比率について 

連結実質収支額が黒字であるため、連結実質赤字比率はマイナスとなっている。早

期健全化基準１７．１６％を下回り、良好な状態を示している。 

③  実質公債費比率について 

実質公債費比率は９．６％で、早期健全化基準２５．０％を下回り、良好な状態を

示している。 

④  将来負担比率について 

将来負担比率は１３．７％で、早期健全化基準３５０．０％を下回り、良好な状態

を示している。 

 

⑶ 是正改善を要する事項 

特に指摘すべき事項はない。
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（参　考）

① 一般会計等に係る実質赤字比率の状況

（単位：千円）

令和４(2022)年度
実質収支額 ④（①-②-③）

令和３(2021)年度
実質収支額

増　減

2,921,197 2,743,562 177,635

0 0 0

467 935 △ 468

2,921,664 2,744,497 177,167

16,528,507 16,158,944 369,563

6,874,232 6,910,917 △ 36,685

510,801 1,833,388 △ 1,322,587

23,913,540 24,903,249 △ 989,709

△12.21% △11.02% △1.19%

12.16% 12.09%

② 連結実質赤字比率の状況

Ａ 一般会計等の実質収支額   （単位：千円）

令和４(2022)年度
実質収支額 ④（①-②-③）

令和３(2021)年度
実質収支額

増　減

2,921,197 2,743,562 177,635

0 0 0

467 935 △ 468

2,921,664 2,744,497 177,167

令和４(2022)年度
実質収支額 ④（①-②-③）

令和３(2021)年度
実質収支額

増　減

114,771 166,686 △ 51,915

2 1 1

415,736 210,336 205,400

1,235 1,710 △ 475

531,744 378,733 153,011

Ｃ 公営企業会計の資金不足・剰余額
令和４(2022)年度

資金剰余額⑤(①-②-③-④)
令和３(2021)年度

資金剰余額
増　減

2,967,530 2,918,568 48,962

1,539,815 1,435,831 103,984

4,507,345 4,354,399 152,946

7,960,753 7,477,629 483,124

16,528,507 16,158,944 369,563

6,874,232 6,910,917 △ 36,685

510,801 1,833,388 △ 1,322,587

23,913,540 24,903,249 △ 989,709

△33.28% △30.02% △3.26%

17.16% 17.09%

連結実質赤字比率  （Ｄ）/（Ｅの計）

※連結実質収支額が黒字である場合、
    連結実質赤字収支比率は負の値で表示。

早期健全化基準

財 政 再 生 基 準 30.00%

※資金不足が生じない場合、解消可能資金不足額は０で表示。

Ｄ 連結実質収支額計 （Ａ，Ｂの各④及びＣの⑤の計）

Ｅ 標準財政規模

標準税収入額等

普通交付税額 

臨時財政対策債発行可能額

計  

下水道事業会計 2,541,796 1,001,981 0 0

計 6,005,637 1,498,292 0 0

水道事業会計 3,463,841 496,311 0 0

計 19,310,893 18,779,149 0

会計区分 流動資産 ① 流動負債 ② 算入地方債③
解消可能資金

不足額④

介護保険特別会計 9,412,666 8,996,930 0

後期高齢者医療特別会計 1,040,740 1,039,505 0

国民健康保険事業特別会計
（事業勘定）

8,531,005 8,416,234 0

国民健康保険事業特別会計
（直営診療施設勘定）

326,482 326,480 0

計 52,032,139 48,838,779 271,696

Ｂ 公営企業以外の特別会計の実質収支額

会計区分 収入済額 ① 支出済額 ② 翌年度繰越財源 ③

土地取得事業特別会計 77,221 77,221 0

墓園事業特別会計 8,619 8,152 0

会計区分 収入済額 ① 支出済額 ② 翌年度繰越財源 ③

一般会計 51,946,299 48,753,406 271,696

普通交付税額 

臨時財政対策債発行可能額

計  ⑤

実質赤字比率  ④/⑤

※実質収支額が黒字である場合、実質赤字比率は
   負の値で表示。

早期健全化基準

財 政 再 生 基 準 20.00%

標準財政規模

標準税収入額等

土地取得事業特別会計 77,221 77,221 0

墓園事業特別会計 8,619 8,152 0

会計区分 収入済額 ① 支出済額 ② 翌年度繰越財源 ③

一般会計 51,946,299 48,753,406 271,696

計 52,032,139 48,838,779 271,696
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③ 実質公債費比率の状況 

令和４(2022)年度 令和３(2021)年度 令和２(2020)年度

① 地方債の元利償還金の額(Ａ－Ｂ) 4,787,341 4,616,726 4,532,451

公債費 （一般会計等に係るものに限る） Ａ 4,960,471 5,158,066 5,744,051

繰上償還額及び借換債を財源として償還した額 Ｂ 173,130 541,340 1,211,600

② 準元利償還金(Ｃ+Ｄ+Ｅ) 1,977,317 1,816,868 1,946,838

Ｃ 1,778,404 1,796,237 1,926,217

Ｄ 198,913 20,631 20,621

一時借入金の利子 Ｅ 0 0 0

③ 特定財源(Ｆ+Ｇ+Ｈ+Ｉ) 348,085 347,201 334,712

貸付金の財源として発行した地方債に係る貸付金の元利償還金 Ｆ 10,330 9,630 10,130

公営住宅使用料 Ｇ 71,536 77,274 73,209

都市計画事業の財源として発行された地方債償還額に充当した都市計画税 Ｈ 251,386 249,155 241,924

その他 Ｉ 14,833 11,142 9,449

④ 4,367,180 4,219,423 4,285,854

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費 Ｊ 1,122,717 1,169,015 1,272,847

災害復旧費等に係る基準財政需要額 Ｋ 3,192,509 2,997,651 2,962,739

Ｌ 51,954 52,757 50,268

⑤ 標準財政規模（Ｍ+Ｎ+Ｏ） 23,913,540 24,903,249 24,156,906

標準税収入額等 Ｍ 16,528,507 16,158,944 16,872,346

普通交付税額 Ｎ 6,874,232 6,910,917 5,975,372

臨時財政対策債発行可能額 Ｏ 510,801 1,833,388 1,309,188

(①　+　②)　－　(③　+　④) 2,049,393 1,866,970 1,858,723

⑤　－　④ 19,546,360 20,683,826 19,871,052

10.48478% 9.02623% 9.35392%

10.48478% 9.02623% 9.35392%

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額（Ｊ+Ｋ+Ｌ)

項            目

公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと
認められる繰入金

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

早 期 健 全 化 基準 25.0%

財 政 再 生 基 準 35.0%

密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金及び準元利償還金
（ただし、準元利償還金に係るものは地方債の元利償還額を基礎として算
入されたものに限る）

　　実質公債費比率（①+②）－（③+④）／⑤－④

単 年 度

３ か 年 平 均 9.6%
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④ 将来負担比率の状況 

令和４(2022)年度 令和３(2021)年度 増　減

1 70,964,569 72,576,776 △1,612,207

Ａ 45,978,432 46,685,800 △707,368

Ｂ 2,842,723 3,267,289 △424,566

Ｃ 17,177,145 17,508,400 △331,255

Ｄ 4,966,269 5,115,287 △149,018

Ｅ 0 0 0

2 68,271,971 68,741,994 △470,023

Ｆ 17,086,163 16,120,170 965,993

Ｇ 4,407,384 4,222,307 185,077

23,080 32,312 △9,232

714,347 826,010 △111,663

3,669,957 3,363,985 305,972

Ｈ 46,778,424 48,399,517 △1,621,093

2,692,598 3,834,782 △1,142,184

3 23,913,540 24,903,249 △989,709

Ｉ 16,528,507 16,158,944 369,563

Ｊ 6,874,232 6,910,917 △36,685

Ｋ 510,801 1,833,388 △1,322,587

4 4,367,180 4,219,423 147,757

Ｌ 1,122,717 1,169,015 △46,298

Ｍ 3,192,509 2,997,651 194,858

Ｎ 51,954 52,757 △803

19,546,360 20,683,826 △1,137,466

13.7% 18.5% -4.8%

350.0% 350.0%

計 （３－４）

将来負担比率（１－２）／（３－４）

早 期 健 全 化 基 準

計（１－２）

分
　
　
　
　
　
　
　
　
母

標準財政規模（Ｉ+Ｊ+Ｋ）

標準税収入額等

普通交付税額

臨時財政対策債発行可能額

算入公債費等の額（Ｌ+Ｍ+Ｎ）

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費

災害復旧費等に係る基準財政需要額

密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金及び準元利償還金
（ただし、準元利償還金に係るものは地方債の元利償還額を基礎として算入されたものに限る）

基準財政需要額算入見込額

項          目

分
　
　
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子

将来負担額（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ）

地方債の現在高

債務負担行為に基づく支出予定額

公営企業債等繰入見込額

退職手当負担見込額

設立法人の負債額等負担見込額

充当可能財源等（Ｆ+Ｇ+Ｈ）

充当可能基金

充当可能特定歳入

・地方債を財源とする貸付金の償還金

・公営住宅の賃貸料等

・都市計画税収

 

 

 


